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はじめに

課題と問題意識

本稿では戦後統制経済下にあった食糧流通，

中でも米穀の流通について，その生産現場から

の集荷局面について立ち現れた諸問題について

分析を行なう。当時米穀の流通は，１９４２年に制

定された食糧管理法に基づき，生産された全量

が統制下に置かれていた。その統制下流通過程

の中で，生産者が政府の指定する集荷機関に米

穀を出荷し，統制価格による代金を受領する局

面を，戦時下において「供出」と呼んだのであ

る。この呼称は，終戦後も微妙にその意味合い

を変えつつも，用いられ続けることになる。

この統制的食糧集荷，すなわち「食糧供出」

が１９４０年代の後半，占領期であり，「民主化」

の時代と言われた時期にいかなる形で機能した

のか，あるいはしなかったのか。「統制と民主

化」あるいは「占領と民主化」という一見相矛

盾する表現で形容される，当時の社会の一断面

を描いてみたい。

本稿では戦後最大の米穀移出県であった新潟

県を分析対象としている。筆者は従来，埼玉県

の事例を中心に，食糧供出に関する研究を重ね

てきた１）。しかし今回は後述するような地域類

型を念頭に分析を行なっており，その一類型で

ある「移出県」の典型として新潟県を位置づけ

ている。「移出県」としての新潟県が抱えた食

糧供出を巡る諸問題，県内移出地域・移入地域

間で表出する重層的問題構造，また当時の農民

運動が直面した諸問題について，記録された事

例をまとめてみたい。

なお，本稿は主として自治体史等の刊行資料

をもとに議論を行なっており，一次資料を用い

ていない。本稿を研究ノートと位置づける所以

である。

地域類型と新潟県の位置

本稿は米穀の流通を主に分析する関係上，そ

の需給を基準に据えた単純な地域分類を試みる。

表１は１９５１年度供出における，沖縄を除く全都

道府県の米穀移出，移入状況を示したものであ

る。この表からもわかるように，当時最大の米

穀移出量が記録されるのは新潟県であり，次い

で秋田県，山形県と，日本海側の北陸・東北諸

県が食糧移出県として重要な役割を果たしてい

たことがわかる。以下，他県に食糧を移出して

いる都道府県を「移出県」と呼ぶ。宮城，福島，

青森，岩手や富山，福井，石川と，東北・北陸

諸県は全て移出県に分類される。

一方で，他の道府県から食糧の移入を受けな
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ければならない都道府県を「移入県」と呼び，

分類することにする。最大の移入県は当然なが

ら東京であり，以下大阪，神奈川，京都，兵庫

といった大都市圏が大量の米穀の移入を受けて

いた。その他中間的存在として移出中心である

が移入も得ている，福井，石川，三重，大分を

「移出－移入県」，移入中心であるが移出も行

なっている山口，奈良，高知，愛知などを「移

入－移出県」と分類することも可能であるが，

ほとんどの場合，これらのバランスは主な方に

偏っているため，今回は特に独立した類型とし

ては扱わない。

各都道府県の移出先を示したのが表２である。

東北諸県が東京，神奈川を中心とする関東大都

市部へ移出し，北陸・関西諸県が大阪，京都等

へ主に移出するなど，多くの県では移出先が近

隣の大都市部を中心に数県に限定される傾向が

あるのに対し，新潟県はその地理的要因もあっ

てか，関東から関西にかけて全国１４都道府県へ

と米穀を移出しており，これも全国第一位であ

る。

次に対象を新潟県に絞り，移出量と仕向先を

見ると（表３），戦時期の１９４４年から終戦直後

の１９４５年にかけては移出量が大幅に減少してい

る。その後４６年，４７年にかけて，移出量は徐々

に回復し，４８年に戦時期の水準に復帰している。

これは作況の問題と考えるよりも，政府の集荷

機能の低下とその回復過程と考えるべきだろう。

搬出先は先に述べたように北海道から広島まで

と広範囲に渡るが，中でも東京都への移出が突

出していた点では一貫している。新潟県は日本

の穀倉であると同時に首都圏の穀倉であったの

である。一県で全国割当量の７％以上を担った

同県は（表４），食糧危機にあえぐ大都市部に

とって新潟県は最大の供給基地であり，こうし

た状況を反映して当時の新聞等では，新潟県を

指して「日本のウクライナ」と呼ぶことがしば

表１ 国内産米穀純移入高１９５１年度
（単位：精米トン）

項目
都道府県

移出高 移入高 差引

no０１新潟 １６３，８４９ １６３，８４９
no０２秋田 １２７，８４９ １２７，８４９
no０３山形 １１６，０９４ １１６，０９４
no０４佐賀 ６１，５９６ ６１，５９６
no０５富山 ６０，１５２ ６０，１５２
no０６宮城 ５５，８４１ ５５，８４１
no０７熊本 ４３，６１０ ４３，６１０
no０８千葉 ４３，３２３ ４３，３２３
no０９栃木 ４２，７１３ ４２，７１３
no１０滋賀 ４１，００５ ４１，００５
no１１岡山 ３７，４００ ３７，４００
no１２福島 ３１，９１２ ３１，９１２
no１３茨城 ３０，５３０ ３０，５３０
no１４青森 ２９，２９４ ２９，２９４
no１５福井 ２２，１２４ ２３８ ２１，８８６
no１６石川 ２０，４２９ １４５ ２０，２８４
no１７三重 １９，１１０ １，１３０ １７，９８０
no１８鳥取 １４，８１６ １４，８１６
no１９島根 ９，７５７ ９，７５７
no２０岩手 ９，５８７ ９，５８７
no２１大分 １，４１０ ２３５ １，１７５
no２２長野 ４７０ ４７０
no２３山口 ５７ ２０１ －１４４
no２４香川 ３７６ －３７６
no２５埼玉 １ ２，１３１ －２，１３０
no２６岐阜 ２，２１８ －２，２１８
no２７奈良 １，２２２ ４，１０１ －２，８７９
no２８広島 ４，２５３ －４，２５３
no２９宮崎 ６，５８０ －６，５８０
no３０徳島 ８，０８４ －８，０８４
no３１山梨 ８，７２９ －８，７２９
no３２高知 ３７６ １０，４１１ －１０，０３５
no３３鹿児島 １０，２９１ －１０，２９１
no３４群馬 １１，５００ －１１，５００
no３５北海道 １３，４１３ －１３，４１３
no３６愛媛 １ １８，０４８ －１８，０４７
no３７和歌山 ２５，８０１ －２５，８０１
no３８愛知 ２８２ ３１，５２０ －３１，２３８
no３９福岡 ４０，６７９ －４０，６７９
no４０静岡 ４１，４７７ －４１，４７７
no４１長崎 ４３，６６０ －４３，６６０
no４２兵庫 ２ ４３，９３１ －４３，９２９
no４３京都 ４７，５２０ －４７，５２０
no４４神奈川 １１５，７８４ －１１５，７８４
no４５大阪 １６４，５４４ －１６４，５４４
no４６東京 ３２７，８１２ －３２７，８１２
計 ９８４，８１２ ９８４，８１２ ０
『食糧管理統計年報』昭和２６年度より作成
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表２ 国内産米穀仕出仕向先移動高１９５１年度 （単位：精米トン）

仕向先
仕出地 北海道 群馬 埼玉 東京 神奈川 石川 福井 山梨 岐阜 静岡 愛知 三重 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 長崎 大分 宮崎 鹿児島 計

北海道 ０
青森 ２，５９７ ２６，６９７ ２９，２９４
岩手 ９，５８７ ９，５８７
宮城 ３８，４５２ １６，６３７ ７５２ ５５，８４１
秋田 ３，３５０ １，８８１ １，８８０ ８１，９７１ １９，３８１ ７，１６６ １２，２２０ １２７，８４９
山形 ６３８ ３，１５５ １８８ ６２，７９０ ２８，６１３ ７，１７３ １，８８０ ２，６３３ ９，０２４ １１６，０９４
福島 ２，２５６ １１，２０３ ６，３２６ １０，６２３ １，５０４ ３１，９１２
茨城 １，９６３ １２，８４６ １２，９１４ ２，８０７ ３０，５３０
栃木 ９４０ ６３ ２６，１３１ １５，５７９ ４２，７１３
群馬 ０
埼玉 １ １
千葉 ２，３２７ ２５，６９０ １２，８３３ ２，４７３ ４３，３２３
東京 ０
神奈川 ０
新潟 ２８２ ５，５２４ ３２，４３９ ３，５０１ １４５ ２３８ ８，７２９ １０，０１３ １７，８５８ １０，６５２ ４２，７１３ ２６，０３４ ５９ ５，６６２ １６３，８４９
富山 １ ２，２１８ ８，８６８ １５，２４９ ２９，３２３ ８０４ ３，０９９ ５９０ ６０，１５２
石川 １，１３０ ９４０ １４，１２９ ２，３５０ １，８８０ ２０，４２９
福井 ９４０ ２，８２０ ６，８６２ ２，１９４ １，８８０ ４，７２６ ２，７０２ ２２，１２４
山梨 ０
長野 ４７０ ４７０
岐阜 ０
静岡 ０
愛知 ２８２ ２８２
三重 ４７０ １，９０８ ５，６４０ １，８８０ ９，２１２ １９，１１０
滋賀 １２，４０４ ２８，６０１ ４１，００５
京都 ０
大阪 ０
兵庫 ２ ２
奈良 １，２２２ １，２２２
和歌山 ０
鳥取 ２，１２０ １２，６９６ １４，８１６
島根 ７０２ ４，２４８ ４，６０６ ２０１ ９，７５７
岡山 １，３６３ ９０４ ８，０８４ １６，６３８ １０，４１１ ３７，４００
広島 ０
山口 ５７ ５７
徳島 ０
香川
愛媛 １ １
高知 ３７６ ３７６
福岡 ０
佐賀 ９４０ ２５，８５０ ３４，８０６ ６１，５９６
長崎 ０
熊本 １ ２，８２０ １４，８２９ ８，８５４ ２３５ ６，５８０ １０，２９１ ４３，６１０
大分 １，４１０ １，４１０
宮崎 ０
鹿児島 ０
計 １３，４１３ １１，５００ ２，１３１３２７，８１２１１５，７８４ １４５ ２３８ ８，７２９ ２，２１８ ４１，４７７ ３１，５２０ １，１３０ ４７，５２０１６４，５４４ ４３，９３１ ４，１０１ ２５，８０１ ４，２５３ ２０１ ８，０８４ ３７６ １８，０４８ １０，４１１ ４０，６７９ ４３，６６０ ２３５ ６，５８０ １０，２９１９８４，８１２

『食糧管理統計年報』昭和２６年度版より作成
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表３ 新潟県仕向地別米穀県外搬出高 （単位：玄米石）

年度
都道府県

１９４４年 １９４５年 １９４６年 １９４７年 １９４８年 １９４９年 計

東京 ４４４，３６５ １７０，１２４ ２０２，７０６ ３６４，３１７ ６１１，３４５ ４９６，６７３ ２，２８９，５３０

神奈川 ７５，０００ ３３，８９４ ８８，０６９ １２８，３１２ １２７，００２ １６３，５３３ ６１５，８１０

群馬 ９９，３７６ ３４，８１２ ２９，２８８ １５９，７５３ １７１，６７６ １６０，６８８ ６５５，５９３

山梨 ５４，３５７ ６０，１９２ ４４，７１５ ７５，０５７ １０８，００２ ７０，１４０ ４１２，４６３

愛知 １６４，６６３ ９４，９３９ ６６，５５０ ５５，５１２ １０６，６６９ ９０，０２０ ５７８，３５３

静岡 １０６，１０６ ７，７７７ ６３，１７５ ５０，０４０ １１４，９９７ ７５，００８ ４１７，１０３

大阪 １９０，４０９ １０４，３２８ １２４，２１２ １４５，７１０ ２０３，１５４ ３３３，３３２ １，１０１，１４５

兵庫 ２５，０００ ９０，７４３ ３０，１２５ ５６，０５５ ５０，０１２ ２５１，９３５

京都 ５９，６２８ ５８，６７２ ３０，３８８ ３６，０００ １０９，４７６ ２９４，１６４

長野 ２４，７３０ ３，６０１ ２３，９２１ ２２，２７７ ３０，０２８ ２，０２８ １０６，５８５

和歌山 ５４，９２３ ２０，２６８ ２７，１７９ １０２，３７０

奈良 ５，１２４ ５，０１１ １０，１３５

長崎 １０，３８０ １２，８４８ １４，９０４ ２８，４００ ６６，５３２

福岡 ３０，２１３ １０，２２４ ５８，２６７ ９８，７０４

北海道 ４４，１２９ ８３２ １０２，３７０ ３０，１９４ ２０，０００ １９７，５２５

埼玉 ９，００３ ９，００３

広島 ６７，９４５ ６７，９４５

計 １３６６５０２ ５５８，８０９ ８０３２６３ １，２１２，０４８ １，６４９，５２８ １，６８９，７７６ ７，２７９，９２６
『新潟県史資料編２０』４３６頁。原史料は新潟県庁「新潟県食糧管理統計年報」（昭和２５年）

表４ 米穀年次別供出高 （単位：玄米石）

項目
年度

割当量
供出量

供出率
米 雑穀その他 計

１９４５年 全国 ２６，５６１，０００ １９，５６１，３７３ １９，５６１，３７３ ７３．６％

新潟県 １，８５０，０００ １，４６３，９２９ １，４６３，９２９ ７９．１％

（比率） ７．０％ ７．５％

１９４６年 全国 ２８，０６３，４００ ２７，０５１，９８０ ２７，０５１，９８０ ９６．４％

新潟県 ２，０３３，３８９ １，８８０，１０２ １，８８０，１０２ ９２．５％

（比率） ７．２％ ６．９％

１９４７年 全国 ３０，５５０，０００ ２８，７２１，９８８ １，２９７，２９９ ３０，０１９，２８７ ９８．３％

新潟県 ２，２６７，０００ ２，２５７，５４０ １１，７１９ ２，２６９，２５９ １００．１％

（比率） ７．４％ ７．９％ ０．９％ ７．６％

１９４８年 全国 ３０，６１９，０００ ３０，５５１，１５６ １，８１２，４５８ ３２，３６３，６１４ １０５．７％

新潟県 ２，２２０，４００ ２，６３６，２２５ １３，０７９ ２，６４９，３０４ １１９．３％

（比率） ７．３％ ８．６％ ０．７％ ８．２％

１９４９年 全国 ３２，３２８，７００ ２８，７４５，９６４ １，７７８，４８７ ３０，５２４，４５１ ９４．４％

新潟県 ２，２５３，０００ ２，５２０，６４３ ６，８９９ ２，５２７，５４２ １１２．２％

（比率） ７．０％ ８．８％ ０．４％ ８．３％

『新潟県史資料編２０』４３９頁。原史料は新潟県庁「新潟県食糧管理統計年報」（昭和２５年）
・１９４９年全国供出高は１９５０年４月末、新潟県供出高は１９５０年７月２０日現在。
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しば見られたのである。

� 新潟県食糧危機の構造

敗戦と食糧危機

終戦の年１９４５年，日本は敗戦の打撃に加え，

深刻な食糧危機に陥っていた。戦前日本の食糧

需給は既に朝鮮半島，台湾等の植民地米の「移

入」を前提に成り立っており２），これら植民地

の喪失は日本の食糧需給を逼迫させた。加えて

戦時中の国内農地の潰廃や生産資材，労働力不

足による生産力の低下，復員・引揚による国内

消費人口の増加など，食糧危機を促進する要因

にはこと欠かなかった。同年冬には１００万人を

超える餓死者がでるという予測も流れる一方，

敗戦による日本政府の求心力の失墜と行政機能

の麻痺は深刻であり，戦時中のままの手法によ

る食糧集荷が難しいことは自明であった。

戦時期の供出制度

戦時期の食糧供出とはいかなるものであった

か。食糧管理法に基づく供出割当は１９４２年産米

からであった。表５によれば，県内の米穀生産

量は戦時中の１９４２年に４２１．２万石であったが，

戦争の激化にともない，生産力が低下傾向に向

かったことがわかる。これに対し割り当てられ

た供出量は２９３．７万石から２６１．２万石と，生産量

の７０％前後であった。これは表４からもわかる

ように，戦後に比べて遥かに高い水準であった。

また市町村への割当量の通達については，

『小千谷市史』に興味深い事例がみられる。小

千谷市域では「割当量指示の際には各町村長・

農業会長など関係者の集合を求め，供出責任額

の完遂を強く地方事務所長から訓示され，一同

二荒社の神前に集合し，『一，我々ハ皇民ナリ

（後略）』の農民綱領を大声復唱して，供出完

遂を神に誓ったあとで町村長一人一人に厳封さ

れた供出指示書が渡されたが，この封書は村へ

帰る前に開封することを禁じられていた」とい

うのである３）。国家神道による宗教的権威の上

に，政府からの割当量を一方的に指示し，それ

に対する反論が許されない。戦時中の供出割当

表５ 新潟県米穀総収量と割当量推移 （単位：玄米万石）

項目
年度

総収量
Ａ

割当量
Ｂ

県外搬出量
Ｃ

県内留保量
Ａ－Ｃ

農家保有量
Ａ－Ｂ

割当比率
Ｂ／Ａ

県外搬出率
Ｃ／Ａ

１９４２年 ４２１．２０ ２９３．７２ １２７．４８ ６９．７％

１９４３年 ４０４．６０ ２９３．３２ １１１．２８ ７２．５％

１９４４年 ３６０．６０ ２６１．２８ １３６．６５ ２２３．９５ ９９．３２ ７２．５％ ３７．９％

１９４５年 ２７１．６０ １４０．４４ ５５．８８ ２１５．７２ １３１．１６ ５１．７％ ２０．６％

１９４６年 ３７５．８０ ２０３．３４ ８０．３３ ２９５．４７ １７２．４６ ５４．１％ ２１．４％

１９４７年 ３８１．４０ ２２６．７０ １２１．２０ ２６０．２０ １５４．７０ ５９．４％ ３１．８％

１９４８年 ４７０．１３ ２２２．０４ １６４．９５ ３０５．１８ ２４８．０９ ４７．２％ ３５．１％

１９４９年 ４４４．４７ ２２５．３０ １６８．９８ ２７５．４９ ２１９．１７ ５０．７％ ３８．０％

１９５０年 ３９２．５３ ２３３．１７ １５９．３６ ５９．４％

・１９４２年～１９４５年は『新津市史 通史編下』７４１頁
原史料は『新潟米５０年のあゆみ』

・１９４６年～１９５０年は『新潟県史資料編２０』４３９頁。
原史料は新潟県庁「新潟県食糧管理統計年報」（昭和２５年）

・１９４９年全国供出高は１９５０年４月末、新潟県供出高は１９５０年７月２０日現在。
・県外搬出量は表３より。
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はこのような性格を持っていた。このような方

法での集荷は敗戦後，不可能となり，政府とし

ては戦後の社会情勢に対応した形で，集荷制度

の再構築を行なう必要に迫られた。

納得供出

戦後になり，供出制度にはどのような変更が

加えられたのだろうか。戦後初の１９４５年産米供

出において加えられた変更点は①総合供出，②

個人割当，③納得供出の３点であった。①は米

の代替として，くず米，麦類，雑穀等による供

出を一定の枠内で認めたこと。②はそれまでの

部落責任供出から個人（農家）割当としたこと，

③はそれまでの一方的割当量指示でなく，公開

された算出方法に基づき算出し，農業会長，市

町村長，生産者代表などから意見を徴し，生産

者の「納得」の上で割当量を決定するというも

のだった４）。

この中で生産者は③を特に重視し，４５年９月

１０日，新潟県議会倶楽部総会は畠田昌福知事に

対し「納得供出」方策の明確化を要請してい

る５）。「納得供出」とは，戦後農林省が打ち出

した供出方針のことで，基本的には従来の食糧

管理法に基づく米穀出荷を続行するが，その出

荷量算定にあたって，生産者が納得できる出荷

量を供出してもらう，というものであった。県

議会はこの実施を強く知事に求めたのである。

公職追放を受けた畠田の後任，佐藤基知事はこ

れをいったんは了承したが，４５年産米供出は極

端な不振となり，割当量に対する集荷率が８０％

に満たないという事態にいたった。

集荷不振の原因

供米不振の原因はなんであっただろうか。

『新津市史』には，当時の農家記録として次の

ような史料が残されている。「（昭和）十九年度

供米は完納して馬鹿を見た。春肥料施肥時期に

米がないため石灰窒素と交換できず，また全て

の物を交換するに肝心の米がないのでだめだっ

た。また六月頃より飯米を願われたがこれも駄

目。昨年は未完納者となってしまった。次年度

より全ての供出に注意を要する」６）。また中魚

沼郡田沢本村の議会では供米督励に対し「我々

ハ大切ナル男子ヲ弐人モ戦死之不幸ニ立チ至リ

シモ何等之恩典ニ預カラズ今後ハ諸供出ハ決シ

テ応ジ難キ」との発言が見られる７）。肥料を中

心とする生産物資の配給不足と物価高騰，さら

に近隣からの物々交換要求，そして敗戦による

政府に対する極度の不信感が供米不振の背景に

存在したのである。

輸入食糧放出のための供米完遂

しかしそもそもこの「納得供出」は，構造的

に大きな問題を抱えていた。既に述べたように，

海外植民地を失った日本は，国内生産により需

要を満たせない状態にあり，危機回避のために

は海外からの輸入が不可欠な状態にあった。

１９４５年１０月１２日閣議において報告された同年産

米の需給見込みは生産４，７２０万石に対して需要

は７，８２２万石。前年繰越を含めても１，８５１万石の

不足が予想されていた８）。この食糧危機を前に，

日本政府は占領軍に対し穀類約３００万トンの食

糧輸入を求め，ＧＨＱも占領政策の遂行上，ア

メリカ本国に対して輸入許可を要請した９）。こ

れに対して翌４６年３月，５月に，ハリソン食糧

使節団，フーヴァー使節団が来日し，調査の結

果，日本への食糧輸入の条件として，国産食糧

の最大限の集荷，公正な配給，余剰県から不足

県への移譲などを要求したのである１０）。また

４７年３月ＧＨＱは吉田首相宛書簡にて，供米完

遂と食糧余剰県から不足県への移譲が輸入食糧

放出の条件であることを表明した。政府が当初

算定した供出量を達成しなければ，輸入食糧放

出が行なわれないというのでは，農民側が要求
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する「納得供出」の実現の余地はない。農地改

革問題とは異なり，食糧問題に関して占領軍の

立場は「解放者」ではなく「占領者」であり，

政策の基本線は「民主化」ではなく，「懲罰」

であった。連合国の占領政策と国内農民の意識

の間には，この点で大きな認識上の乖離が存在

していたのである。

都市部での不満

いっぽう供出不振の中，都市部での危機感も

高まりつつあった。配給の遅配は日常茶飯事で

あり，また配給量自体も充分ではなく，「ヤ

ミ」食糧を拒絶し，配給食糧のみで生活した結

果，餓死に追い込まれた東京地方裁判所山口良

忠判事のエピソードは，国内広くに知られた悲

劇であった１１）。また「米よこせデモ」など食

糧不足に都市民衆の不満は高まっていた。こう

した民衆運動は当面旧軍や行政機関による食糧

隠匿に矛先が向けられていたものの，それが農

村部に向けられる危険が皆無とは言えない状態

であった。

都市部のマスメディアもどちらかと言えば，

農村部の供出の負担よりも都市部での食糧難に

同情的な記事が多く，供出割当を達成しない農

家に厳しい眼を向けつつあった。１９４７年４月に

おける農家に対する強権発動について，農民勢

力が数千人を動員し，県庁前で「強権発動即時

中止」「農民の保有米を優先的に確保」「農民の

飯米不足者に手当米支給」を要請したのに対し，

地元新聞の新潟日報は「数度にわたる軍政部か

らの督励状にもかかわらずなまぬるかった当局

の取締り方針をみくびった悪質農について断固

司法権の鉄槌が下された」と報じ，占領権力を

背景とする強権発動を支持する論調の記事を発

表したのである１２）。県内にあっても都市部住

民と農業生産者との間の亀裂は深刻なものにな

りつつあった。

こうした都市部と農村部の軋轢の原因の一部

には，当時「たけのこ生活」と呼ばれた都市住

民の買出しの過程で発生した，様々なトラブル

もあった。一例を挙げると，巻町において「あ

る身なりの奇麗な主婦が，米の買い出しに行っ

たところ，農家のおやじはその婦人が着ている

上等のオーバに目を付け，『そのオーバを脱い

で行け米を上げるから』といって婦人を憤激さ

せた」というエピソードが残されている１３）。

このような事例は新潟県に限らず，全国で見ら

れた光景であった。

強権供出

供米不振に苦しんだ新潟県は，１９４６年４月１１

日に至り，ついに強権発動に踏み切った。新発

田町内の２集落に対し，食糧緊急措置令に基づ

く強権発動を強行した事件を皮切りに翌４７年に

かけて，供出不振地域でこうした強権発動を繰

り返した１４）。強権発動の様子について次のよ

うな記述が残されている。「未完納農家に対し

ては，県吏または町村吏が来て，天井裏から床

下まで捜査し，農家が屋外に保管する藁のにお

（藁を三メートルから五メートルくらいの円形

または角形に積み上げ，その上に雨よけのとま

をかけたもの）の中まで鉄の棒を通して調べた

とのことで，県吏の中では，人一倍厳しい捜査

で農民をすくみ上がらせた者もおったとか。

（中略）巻警察では未完納者を呼びつけ，新潟

地方検察局所属島田検事補の圧力で供出を強要

した」１５）。こうした強権発動に対する各市町村

の反発は激しく，また強権発動反対運動の中で，

押収米の殆どが警察官への特配とされていたこ

とが問題とされるなど１６），「強権供出反対」は

全県的広がりをもつ供米反対運動の主要目標と

なっていった。結局４５年産米供出は極度の不振

のまま終わり，佐藤知事は翌年７月，供米成績

不振を理由に引責辞任に追い込まれることとな

占領期新潟県の米穀供出問題
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った。

アメとムチ－各種奨励金・匿名供出

供出未完納者に対して，強権発動という「ム

チ」が振るわれる一方で，完納者に対する「ア

メ」も用意される必要があった。供米完納に関

する各種奨励金がそれにあたる。主な奨励金と

してはまず早期供出奨励金があげられる。１９４９

年度より導入された同奨励金は供出時期に応じ

て政府の買取価格に格差を設け，早期の供出を

促す目的をもって交付された。また急速な物価

上昇期において，早期の販売が不利になるとの

農家側の警戒感を緩める目的も含まれていたと

考えられる。新潟県においては，１俵あたり９

月３０日まで４００円，１０月１５日まで２８０円，１０月３０

日まで１６０円が交付された。

その他奨励金として超過供出奨励金があった。

これは割り当てられた供出量を超えて供出を実

施した農家に対して，その超過分を通常より高

価格で買い入れることにより，生産者の完納意

欲を刺激することを目的とされていた。超過分

に関しては，通常の供米価格の三倍で購入され

ていたことが記録されている１７）。

しかしこのような奨励金は闇価格の高騰も招

いたようで，一部自家保有量を割り込んでの供

出を強いられた農家のなかには，「自分の飯米

を供出し，その価格の三倍一俵六千円以上を払

って食糧米を買い求めなければならな」くなる

ような事例もあったという１８）。また超過供出

については「超過供出をすれば当然翌年の供出

割当増額，税金，近隣の嫉妬等が予想され」る

ことも警戒されており１９），政府は超過供出を

無記名で実施し，翌年度割当に反映させない措

置としての「匿名供出」を実施させ，供出意欲

の促進に努めたのだった２０）。

昭和天皇の行幸

戦後最も厳しい供出となった１９４７年産米供出

は戦後供出の大きな山場だった。厳しい供出に

対する生産者の不満に加え，前述のような都市

部での不満もピークに達しつつあったからであ

る。こうした危機感に際して，行政は占領軍権

力をちらつかせることもあれば，旧来の権威を

持ち出すこともあった。同年の１０月の昭和天皇

による新潟県行幸は，タイミング上，首都圏に

対する最大の輸出県である新潟県に対する供出

督励効果をもっていた。『新潟日報』は，来県

した天皇が供米状況を視察した時の状況を次の

ように報じている。「（昭和天皇は）うず高く積

まれた“荒川米”の山を満足気にご覧になり同

村長が『昨年度は全部完納しました』と申上げ

ると『よく供出をやってくれてよかった，今後

も食糧増産のためしっかり頼む』とお励ましに

なり…」と供米促進を促したのであった２１）。

天皇による行幸，司法による強制執行，後述す

る占領軍による督励等，まさに総動員体制のも

とで進められた４７年度供出が割当完遂となった

のは翌４８年１月２０日であり，苦心したとはいえ，

前４６年度よりも早い時期での完納となった。岡

田正平県知事は全県関係者に感謝の辞を述

べ，２月１１日を供米完納記念日とした２２）。

� 県内移出地域と移入地域

既に述べたように，新潟県は全国一の移出県

であった。つまり県内生産物の多くを県外消費

地，即ち移入県へと搬出することを強いられて

いたのである。しかし移出県内とはいえ，都市

部においては消費地域が存在するし，また県内

山間部にも米穀を自給できない移入地域が存在

した。こうした県内の重層的構造についてみて

ゆこう。
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県外への移出要請

ハリソン・フーヴァー使節団の勧告を受け，

農林省は１９４６年３月下旬，全都道府県の，経済

部長を集め，生産県の米穀ストックの消費県へ

の搬出を求めた。この搬出量は生産県の年度内

配給量を割り込むほどの量であり，北海道・東

北・北陸諸県に対しては同年８月までの配給分

を残し，残量の県外搬出を求めた２３）。全国最

大の移出県として期待され「日本のウクライ

ナ」と呼ばれた新潟県には４５年産米供出量約１４６

万石中，約４０％の５５万８千石の搬出が行なわれ

た。この結果，県内の農家保有量は前年１０７万

石を下回る９３万石となり，農家の保有米は厳し

く圧迫されることになったのである２４）。この

政府米の「赤字搬出」要求は，生産県側の激し

い反発を呼ぶことになる。

しかもこうした要請は革新勢力からも働きか

けられた。１９４６年６月４日，日本社会党組織部

長浅沼稲次郎が新潟県庁を訪れた。浅沼は「差

当り是が非でも五千石だけは救援米として至急

送り出していただきたい，地主保有米の放出等

を断行すればそれ位の米は必ず何とかなると私

は確信してゐる」と，当時の佐藤県知事に東京

都向けの米搬出を強く要請したのである２５）。

県内での配給遅延と輸入食糧依存

しかし生産県新潟県においても，都市部の消

費地においては配給に困難をきたしており，県

外搬出に対する抵抗は根強かった。県議会では

１９４５年産米のうち，県内消費分として１２０万石

の確保が要求され，さらに配給遅配分に対する

外米輸入が要請された。「赤字搬出」を強いら

れた生産県においても，もはや輸入食糧への依

存が必須となったのである。４６年５月の県会で

は県内食糧危機が「絶対絶命」とされ，７月か

ら９月にかけて計１５日間の欠配に追い込まれた。

県内都市部である新潟，長岡，高田，三条，柏

崎の五市長と市会代表者は４６年８月に新潟県軍

政部と総司令部に輸入食糧放出を陳情し，その

結果，輸入食糧は８月から放出され，以後４９年

にかけて県内需要は輸入食糧に依存する形で展

開した。しかしその見返りとしての県内供出の

完遂と県外移出が，改めて強く要請されること

となったのである２６）。

移出町村の状況

こうした状況下において，移出町村への圧力

は過酷なものとなっていった。中蒲原郡では，

地方事務所が職員を総動員し，郡内各町村を巡

回し，農民との「膝を交えて」の懇談により，

また「供米完納農家」の標識を完納農家の戸口

に貼付するなどして，供米意欲の昂揚と，全戸

完納運動に拍車をかけざるを得なかった２７）。

この「供米完納農家票」のような事例は全国に

みることができるが，これによって未完納農家

が事実上公表されることにより，完納できない

農家には近隣から厳しい社会的圧力が加えられ

ることになった。

戦後供出の特徴として「個人割当制度」があ

ることを既に述べたが，これは戦時中の「部落

責任供出制度」が地域の有力者の手によって恣

意的に運用されたことへの反省，また市町村に

おいて割当量以上の供出が行われる「水増し割

当」を防ぐ意図から実施されたものであった。

しかし，ここでは「個人割当制度」によって，

窮迫によって完納できない農家に社会的圧力が

加えられるという皮肉な結果になってしまった

のである。

移入町村部の苦心

一方，米の生産量が少ない県の山間部地域で

は，厳しい食糧難に見舞われることになった。

１９４６年夏，北魚沼郡小出町では，町長を中心に

穀倉地帯である，西蒲原郡の市町村と米と木炭

占領期新潟県の米穀供出問題

２１９



の交換を交渉したり，沿岸町村に海藻等の供給

を求める等，苦心の対策が行われた。また４７年

には町が町会に対し，２万円の融通を求め，ま

た六十九銀行や町農業会からも資金を借り入れ，

町内配給食糧確保のため，「非合法スレスレ」

の食糧調達が実施された２８）。

また町場の消費者からは，生産者の保有米算

定基準に異を唱える者もではじめた。小出町で

は町議の中から「米の生産者なるが故に一日四

合を食い，消費者なるが故にそれが許されない

のは不合理である」と批判が噴出した。農家以

外の消費者の配給基準は二合余りであったから，

そのような批判には一理あったが，生産者にと

って保有米は生産物資購入用のストックでもあ

るとして他の町議はその異議に応じることはで

きなかったという。

一部保有農家からの供出

移入町村における供出難により，町村内の下

層農家に厳しい負担が求められるケースも見ら

れた。１９４７年度供出において，倉俣村（現中里

村）では１２００石の供米割当を完全保有農家のみ

で供出することが至難と判断され，一部保有農

家の飯米保有を一日一人三合一勺（通常は四

合）とすることで割り当てを完了したという記

述がある２９）。また南魚沼郡塩沢町では供出非

協力者に対して，配給停止措置が実施されたと

いう３０）。配給を受ける農家は計算上の自家保

有分すら確保できない零細農家なのであり，こ

うした農家への罰則も，下層農家に厳しく偏っ

たものであった。

配給米の確保

また移入・移出町村共通の悩みとして遅れが

ちな配給米の確保という問題があった。市町村

内部の非農家への配給の必要に加え，飯米を確

保できない一部保有農家や，供出量が保有量を

割り込んだ還元配給農家への対処が必要であっ

たからである。本道上村（中之口村）では村長

と農民組合長が共謀し，検査外が予想される屑

米を出荷して供米完納の実績を作り，後に検査

外となった屑米を独断で村内に配給するという，

「屑米配給事件」が起こった。結果約４００俵の

米が行方不明となり警察の取調べを受けること

になったという３１）。

移出米への抵抗

このような状況下，移出移入を巡る問題は県

内自治体内の対立にまで発展するケースが生じ

た。１９４７年産供出では，南魚沼郡堀之内町にお

いて，新潟市や長岡市よりも欠配日数の多い事

態に至った。原因は同年６月に，同郡に対して

飯米３８００石の郡外出庫命令が下ったためであっ

たという。欠配に苦慮した堀之内町助役が移出

地帯であった北蒲原郡新発田町へ政府米出荷の

督促に向かった際，出庫に反対する組合員が

「米を出してみろ，ただではおかぬ」と短刀を

抜いて脅す場面もあるほどであったという３２）。

郡内での自治的負担均衡化

県内では移出自治体と移入自治体の間で，需

給を調整する動きも見られた。例えば穀倉地帯

である蒲原四郡と山間部の魚沼各郡をそれぞれ

救援米ブロックとして編成し，たとえば北蒲原

郡と北魚沼郡で需給を調節する救援米ブロック

制が実施された。北魚沼郡の小千谷町では経済

課長を北蒲原郡に長期出張させ，配給米の確保

に奔走させたが，その配給米が移送途中で新潟

市に横取りされ，配給されてしまうというトラ

ブルも発生した３３）。このように郡同士での救

援米にも限界があり，郡内部での調整も必要と

なった。『十日町新聞』１９４６年７月２２日の記事

によれば，同年度端境期の配給逼迫に際し，中

魚沼郡内では「持てる村長」と「持たざる村
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長」との間で懇談会を実施し，郡内で緊急救援

米二千俵が貸出米として供出することが承認さ

れたという３４）。こうした調整措置は政府によ

って「自治的負担均衡化」と呼ばれ，推進され

たが３５）。基本的には自治体の努力に任されて

おり，政府としてはこうした動きを黙認せざる

を得なかったというのが実情であろう。

� 新潟県地方軍政部の活動

新潟県地方軍政部

日本を占領した連合軍は，アメリカ軍を中心

としており，他国軍としてはイギリス軍，オー

ストラリア軍が一部短期間駐留するに留まった。

実質的にはアメリカ軍の単独占領であったわけ

である。日本国内各地の占領の中心となったの

はアメリカ第８軍であり，各都道府県には第８

軍指揮下の軍政中隊が，主として県庁所在地に

駐屯し，占領下行政の「監視」を行った。間接

占領の建前上，直接的に軍政部が治安・行政権

力を行使することは，ほとんどなかったが，彼

らの可視的な「監視」や「督励」活動が占領下

の国民に与えた影響は大きく，占領軍は当時天

皇に代わる絶対的権力として君臨したのである。

新潟県に駐屯したのは第８７軍政中隊であり，

県軍政部長コックス中佐（Louis.H.Coxe �）

が指揮を取っていた。他の都道府県では，比較

的短期間で交代する軍政部長が多い中で，この

コックス中佐の在任期間は長く，国内食糧供給

の拠点ともいえる新潟県占領についてＧＨＱ中

央から高い評価を得ていたものと考えることが

できる。

地方軍政部と供米問題

日本占領の現場を担った地方軍政部と東京の

ＧＨＱは，基本的に日本に対する食糧輸入に積

極的であった。占領の現場を担う者たちにとっ

て，被占領者を飢餓状態に置き，彼らの不満を

醸成することは，占領政策そのものを困難にす

ることを意味したからである。「占領軍の安全

をおびやかすべき飢餓，広範囲な疾病及び社会

不安を防止する」３６）ことは，民主化以前に占領

政策上の必達目標とされていたのである。

しかしアメリカ本国と連合諸国から形成され

る対日理事会の方針は，こうした現場とは温度

差のあるものだった。１９４５年１０月に司令部が米

国陸軍省に求めた輸入食糧要求に対し，本国は

４６年２月まで回答を引き延ばし，「世界的に食

糧は危機にあって，ヨーロッパ解放地が飢餓の

恐れがあるから，日本の最低需要にも応ずるこ

とは困難であった，日本には如何なる食糧の割

当もできないであろう」と回答したのであ

る３７）。これに対し司令部は「輸入食糧によっ

て日本の食糧配給制度を持続しなければ，占領

政策は極めて困難な事態に直面せざるを得な

い」と回答し，強く抗議した。前述のハリソン

・フーヴァー調査団はこれに応えて派遣されて

きたものである。その結果，食糧輸入が認めら

れたものの，国内における供出の完遂が強く求

められる結果になったのであるが，このように

日本国内の占領軍は，日本の食糧政策において，

本国・対日理事会と被占領者の板ばさみの位置

にあったと言えるのである。

新潟県地方軍政部の供米督励活動

新潟県軍政部が供出問題に対して積極的な関

与をするようになるのはハリソン・フーヴァー

調査団が来日した１９４６年産米からのことである。

同調査団により，輸入食糧放出の条件が国内の

集荷完遂であるとの条件が示され，以後軍政部

もこの線に従って国内食糧供出に関与してゆく

ことになる。４７年１月，軍政部は新潟県の米穀

生産量・割当量が過少であると批判し，供出の

強化を要望した。１月８日の『新潟日報』には

占領期新潟県の米穀供出問題
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次のような軍政部からの勧告文が掲載されてい

る。「諸君は諸君の国が食糧を自給できないと

いふことを常に念頭に置き生産者消費者否国家

の為に供米完納を目指し最善を尽くさねばなら

ぬ」「日本は食糧の全需要を自給に依り充たす

ことは出来ないが然しそれを目指し最善を尽す

べきである。かくしてこそ始めて輸入食糧の要

請の条が通ることとなる」。

１９４６年度産米の供出不振に対し，県知事は供

米完了の３村と未完了の３村に対し，４７年１月

１４日，感謝状と督励状を交付したが，その伝達

式には軍政部長代理スティーブンソン大尉が同

席していたという。また同年３月２１日，軍政部

長コックス中佐は供米成績不振の各市町村長，

農業会長，農民組合幹部４０４名を召集し，督励

を行った３８）。進行中の農地改革に関しては，

その遂行を促進しつつも，供出問題に関しては，

市町村や農民組合の反対運動に対して，はっき

りと抑圧的な姿勢を明らかにしたのである。

特に首都圏への主要移出県である新潟県の供

出の成否は日本占領全体の成否をわける問題と

認識されたのだろう。１９４７年度供出になると，

占領軍中央部から新潟県に対して働きかけが目

立つようになった。４７年１０月には，総司令部天

然資源局農業部顧問サンレー一行が来県し，県

内各地供米督励を実施した３９）。また県軍政部

の活動も活発化し，新潟市内から指示を出すだ

けでなく，県内各地で督励が行われた。中でも

軍政部長コックスは蒲原４郡の供米不振町村に

対し，１２月９日の中条小学校から同月１４日信越

線潟町駅で猛吹雪のため不可能になるまで，現

地供米督励行脚を連日実施した４０）。

この年度の供出完遂には占領軍司令部も満足

の意を表し，第８軍アイケルバーガー中将は書

簡を発し，コックス中佐が岡田県知事，日農代

表者，食糧調整委員などの関係者を集めて伝達

式を実施した。文面では供米の成果を守り，イ

ンフレを抑止することと，議会主義に基づく政

治運動の要請，及び民主主義体制における納税

の重要性が説かれている４１）。また４８年度供米

完納に対しても軍政部長コックス中佐は岡田県

知事に対し，表彰状を手渡し，その努力を賞賛

した４２）。

解放者と占領者

農民運動に関して地方軍政部が与えた影響は

複雑なものであった。農地改革に関しては彼ら

は「解放者」としてその促進に熱心であり，し

かし一方で供出問題に関して言えば，彼らは厳

格な治安者・占領者として農家・農民組合の前

に立ちはだかることとなったのである。しかし

配給不足に苦しむ都市住民にとって，軍政部の

供米に対する積極的な姿勢は，必ずしも否定的

には受け取られなかった。前述したように『新

潟日報』等の新聞は，強権の発動を含む供出の

推進と軍政部の積極的な姿勢を基本的に支持し

続けたのである。

農民運動勢力もこの点の矛盾を巡り，占領軍

に対する認識を巡って混迷することになる。ま

さに「占領下における民主化」の矛盾が顕在化

する局面であった。

� 農民運動と供米問題

この当時農地改革推進等に関して積極的な役

割を担った農民組合組織の，供出問題に対する

取り組みはどのようなものであっただろうか。

新潟県における事例をみてゆこう。

玉井潤次と供米問題

戦前期新潟県農民運動を牽引した人物の一人

として玉井潤次の名が挙げられる。玉井は１８８３

（明治１６）年生まれ，北蒲原郡亀田町の大地主

玉井家に産まれ，弁護士となったが，その後農
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民運動に傾倒し，北日本農民組合同盟の指導者

として法廷闘争を中心に活躍した農民運動家で

あった。１９３７年に，いわゆる「人民戦線事件」

で投獄され，弁護士資格を剥奪されたが，戦後

再び新潟県の農民運動指導者として活躍したの

であった４３）。ここでは戦後の玉井の行動を追

いながら，戦後新潟県の農民組合組織の動向を

概観しておこう。

終戦後玉井は即座に県内農民組合の組織化の

活動を開始する。１９４５年９月，北日本農民組合

再建懇談会を開き，全県規模の組織結成への意

欲を示した。またこの懇談会では戦前の農民組

合組織の分裂の反省を踏まえ，中央の無産政党

運動に拘束されない全県組織が提案された。続

いて同年１１月には新潟市内で県連準備委員会を

開催し，県連の組織闘争方針を提示した。方針

は①組織再建，②農地改革への対応，③供米闘

争，④肥料確保の闘争の４点であり，米穀供出

問題への取り組みが，農地改革運動と並んで組

合の重要課題と認識されていたことがわか

る４４）。

その後本格的な活動を再開した玉井は供米問

題に関して，積極的な取り組みを見せている。

４６年７月７日結成された日本農民組合北蒲原連

合会の供米闘争方針として，①食糧緊急措置令

廃止，②食糧営団の民営化，③白米供出の断行，

④供米価格引上，⑤配給肥料を基準とする供出

割当実施の５項目をかかげた４５）。中でも①は

「強権発動反対」要求となり，この時期の供米

闘争の中心的要求となった。４６年３月に知事に

よる強権発動を受け，４月２日には稲村隆一ら

とともに県庁に押しかけ，「強権発動絶対反

対」の決議文を知事に突き付けた４６）。また同

年１２月１日の日農県連協議会結成式で会長に選

出された玉井は，政府の供米政策を強く批判す

る。「片桐食糧管理局長官は十月十日迄の白米

五十六キロ供出については玄米六十キロ一俵と

同一とみなしその損害は政府が負担すると明言

したがわれわれに支払われた米代金は玄米より

一俵につき八円四十銭安く（中略）政府に厳重

抗議する」と白米供出の受入を政府に強く求め，

また「他県の如く農家必需物資の供給円滑に対

する供米拒否という経済的理由を根拠として買

上げ米拒否の態度にでてはと供米対策を練」る

など，場合によっては供出拒否も辞さずという

強硬な姿勢で，生産物資の円滑配給を強く求め

たのであった４７）。ちなみに「白米供出」とは，

通常供出は玄米で行われるが，慢性的肥料不足

の状況下において，米糠を肥料として使用する

ために，白米で出荷するという当時の生産者た

ちの苦肉の対応であった。

また日本農民組合西蒲原連合会は４７年３月２

日，約８００人を動員して巻町地方事務所前で大

会を開き，「農民に保有米を確保させよ」「農民

の生活を破壊する重い税金をかけるな」との要

求を行った４８）。このように４６年産米供出は供

米反対運動が最も活発に展開された時期であり，

日農県連の結成ともあいまって，運動は全県的

広がりをみせたのだった。

県連分裂と玉井潤次の混迷

しかし翌１９４７年度に入るとその活動にも陰り

が見え始めた。原因の一つは戦前と同様に，農

民組合組織の分裂であった。この年，日農内部

の左右対立が厳しくなり，２月には平野（力

三）派の除名による第一次分裂が発生した。そ

の後５月に片山社会党内閣が成立したことによ

り，日農社会党派による共産党排撃の動きが強

まることになった。もともと平野派は供出は農

民の義務であるとの考えの下に，強権供出に同

調的であったし４９），政権党となった社会党系

幹部も，供出問題に対して正面から抵抗するこ

とが難しくなっていったのである。主体性派は

強権発動には消極的ながら，供米への協力を呼

占領期新潟県の米穀供出問題
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びかける路線を取らざるを得ず，運動の中心を

米価運動や土地改良運動にシフトさせてゆき，

供出制度に不満を持つ農民層支持を失っていっ

た５０）。「自主供出」にこだわり，場合によって

は供米ストも辞さないという姿勢で，活発な供

米闘争を展開する共産党勢力との溝は深ま

り，７月には日農が共産党排撃を声明。８月に

は社会党系幹部による日農井伊派県連（主体性

派）が結成された。

しかしだからといって，統一派の供米闘争が

順調に展開したわけでもなかった。４７産米供出

より，占領軍が市町村の供米現場に現れ，それ

まで以上に積極的な督励活動を展開するように

なったのである。同時期に行われていた第二次

農地改革において，占領軍権力の後押しを受け

ていた農民運動勢力は，突然の占領軍の介入に

混乱する。４８年７月２７日の県庁前での陳情活動

の際，共産党県連委員の一人が「日本米が米国

その他の地方に輸出されている」と発言し，新

潟県軍政部に検挙される事件が起こった５１）。

効果的な運動方針の定まらない中，発せられた

失言といえる事件であり，その後統一派も占領

軍権力に対する効果的な供米闘争戦術を打ち出

すことができず，エネルギーの多くを占領軍の

援助する農地改革に投入する途を選んでいくこ

とになった５２）。

この間一貫して分裂主義に反対し，単一体県

連を主張し続けてきた玉井は分裂を主導した社

会党勢力に失望し，４７年８月１７日の日農主体性

派県連結成式には姿を見せず，同年１０月１７日結

成の日農統一派県連の代表者に名を連ねること

になる５３）。しかし政治的立場としては社会党

寄りであった玉井の行動は，以後迷走気味とも

いえる「ブレ」を見せるようになる。玉井は１１

月３０日に県軍政部のコックス中佐を訪ね，供米

への協力を誓い，１２月２日には岡田知事ととも

に再び軍政部を訪問。１００％供米についての両

者の意見一致を表明するなど，一転して供米協

力に積極的な活動をはじめたのである５４）。そ

の後４７年産米供出では軍政部長とともにジープ

に乗り供米督励に赴く玉井の姿が新聞で報道さ

れるようになる。前述したコックス中佐の１２月

から翌年１月までの督励活動の傍らには玉井の

姿があった。それまで供米反対運動の尖峰であ

った玉井の，この時期の行動は統一派から「供

出後の還元手当米獲得の線及び米価引上の線に

引いた」と批判を受け５５），以後玉井の影響力

は急速に低下していった。まさに農民運動の供

米問題を巡る混迷を象徴するかのような光景で

あった。

その後玉井は４９年１１月には全新潟農民組合連

合会を結成し，運動方針として①農業改革を目

ざす農政活動の推進力となる，②ファシズム化

方向，暴動的破壊運動方針を排斥，③組合の政

治的活動もあくまで生産と直結する，④戦線統

一は他団体との可能の範囲での共同闘争を求め

る等の路線を提示するものの，すでに農民運動

は沈滞期に向かっており，組織は自然消滅の途

をたどる５６）。分裂した統一派，主体性派も５５

年に再統一を果たすが，運動そのものの沈滞は

覆うべくもなかったのである。

板挟みになる運動家

玉井に限らず農民組合幹部の中にも，村内の

役職に進出した者の中には，供米問題を巡って

行政と農民の板ばさみとなって苦しんだ人々が

多かった。日本農民組合加茂支部の組合長であ

った有本甚作は下條村において，農民組合長に

加え，村食糧調整委員に選出され，後に県食糧

調整委員となった５７）。同村の食糧調整委員１５

名中４名が農地委員の兼務者であったが，有本

は食糧調整委員一本で活動を行なうことになる。

組合の活動は「ハガキ戦術でマッカーサー司

令部に手紙を出す。新潟県社会党代議士，稲村
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順三氏と石田宥全氏を先頭に立て，ＧＨＱに代

表として陳情に行ったこともある」など基本的

には占領軍に対する陳情活動の方向で行なわれ

た５８）。しかしこうした活動は効を奏さず，彼

らは村内において供出を督励する立場に立たさ

れてゆく。「割当強化の困難な中に更に責任が

重なる。つらい切ない思いで過ごすことが多か

った」５９）このような彼らに対し，個々の農家も

防衛的行動をとるようになり，「各部落ともそ

うなのだが良い出来の所を見せないで悪い所，

悪い出来の所と選んで案内する」６０）というよう

に，食糧調整委員に対しても，生産量を過少に

申告するような例が見られるようになった。

「実に食糧問題はむずかしい。今，振り返って

見ると農地委員会は厳とした農地解放令によっ

て守られ，世紀の記録に残るものであったが，

食糧調整委員は同じ農家選出ながら直接食うこ

とに関係しているので，こんなに難儀なことは

なかった」という有本の回想は，立場上供出問

題の構造に直面せざるを得なかった彼ら運動家

の難しい立場を表している６１）。

労働運動との連携

新潟県の供米闘争を語る際，外すことができ

ない事例が，農民組合と東洋合成労働組合との

協力関係のもとで実施された，肥料獲得運動で

ある。先の日農北蒲原連合会の要求内容にも肥

料問題があげられていたように，肥料配給の不

足は生産者にとって深刻な問題であった。「そ

のころ配給されていた肥料には，量が少ないの

に加えて粗悪品が多く，そのうちでも石灰窒素

は袋が破れ，風化しているものなど多数が見受

けられた」という状況であったのである６２）。

こうした中で，１９４６年，蒲原四郡，岩船地区

の農民組合は当時生産管理闘争を展開中であっ

た東洋合成株式会社（新潟市外榎所在）の労組

と提携し，ユニークな運動を展開した。「農民

組合員の一部組合員が一口一〇〇円の割で出資

し，新潟県硫安委託製造組合（七月末時点で

１５，０００人）を結成し，コークス，石炭等を入手

し，工場に提供，硫安とバーターした」という

事件がそれである６３）。運動は拡大し，後に

３０，０００名の組合員が参加するにいたった。

バーターによって化学肥料を獲得しようとい

うこの運動は，同社の生産管理闘争が弾圧の結

果解体した後，４７年３月に委託組合が解散する

まで続けられた。大原村（潟東村）農民組合で

は，「この肥料を受けるために，保守系の農村

有力者も農民組合に加入する事例がみられたと

いう。当時の同村村長西村信吾さえも農民組合

に加入した６４）」のだという。また同村ではこ

れら硫安特配により，全県的に供出の厳しかっ

た４７年度供出においても，全村的に超過供出を

実現し，三倍価格の報奨金を獲得したといわれ

ている。

食糧危機において「供米スト」が社会的な合

意を得にくく，また農民組合と労働組合との間

でも対立の火種になりかねなかった供米問題に

おいて，この肥料獲得運動の事例は，当時の労

農提携の可能性を示した貴重な事例である。し

かしこうした運動にも後日，委託組合に参加し

た農家とそれ以外の農家の格差を拡大してしま

った，また組合が肥料目当ての経済主義に流さ

れてしまった等の問題点が指摘されている６５）。

経済主義であったことの是非はともかく，絶対

的肥料不足下において，硫安供給側の企業が１

企業に終わったことは，運動拡大の制約条件で

あったに違いない。

小括

今回は国内最大の移出県であった新潟県供出

の事例を分析してきた。「日本のウクライナ」

と呼ばれた新潟県は全国都市部への食糧供給県
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と位置づけられ，県内生産米の多くを県外に

「赤字搬出」することを強いられた。同県も都

市部や山間部において，配給不足に苦しむ消費

者を抱えており，こうした移出県における消費

者の立場は，ある意味都市部における消費者以

上に過酷なものであった。新潟県では移出自治

体と移入自治体同士で相互に協力関係を構築す

る「救援米」ブロックを形成することで，地域

における「自治的な」調整機能を期待したが，

それにも限界は多く，自治体間のトラブルも絶

えなかった。移入町村は，様々な工夫をこらし

配給米の確保に努めなければならなかった。

新潟県地方軍政部は基本的に「間接占領」の

立場からこうした供米にも直接関与する立場に

はなかったが，「立ち会い」「督励」といった

様々な間接的影響力を県行政，農民運動家，一

般農民に与えることにより，供米の進捗につい

て圧力をかけ続けた。その多くが「間接的」な

ものだったとはいえ，「督励」を受ける農民や

運動家の視点から見れば，彼らの行為が直接的

関与として映ったことは不思議ではない。また

実際に一部の占領軍将兵による越権行為や，県

行政側が占領軍権力にすがって供米不振村に圧

力を加えるケースは全国的にも多々見ることが

できる。

現場で占領を担った占領軍は，日本の食糧対

策に関しては，「占領」そのものの遂行の観点

から協力的立場にあり，日本への食糧供給に消

極的なアメリカ本国や対日理事会の意向に反し

て，輸入食糧の獲得に尽力した。しかしだから

こそ，国内の集荷達成に対しては厳しい態度で

臨むことになったともいえる。いずれにせよ地

方軍政部は，農林省や農民組合が提示した供出

制度の「民主化」「自主供出路線」について，

関心を示すことはほとんどなかった。こと食糧

供出問題に関する限り，農村にとって占領軍は

「解放者」ではなく，あくまでも「占領者」で

あったのである。

戦後農民組合の供米問題を巡る活動は，この

時期の「占領と民主化」の特徴を示す好例であ

ろうと思われる。占領軍によって「与えられた

民主化」の中で，占領軍の推進する農地改革に

ついては，農民運動も活発な活動を展開するこ

とができた。しかし供米問題に対して，占領軍

が「占領者」としての一面を露わにした時，農

民組合は有効な運動方針を示すことができなか

った。輸入食糧放出に国内需要が依存している，

という制約のもとでは，日農統一派の目指す

「自主供出」の可能性は，当初よりほぼ絶たれ

ていたと見てよい。

しかしそうした制約の中で東洋合成労組との

肥料獲得運動など，ユニークな運動が試みられ

たことも事実である。戦前来の運動の蓄積を踏

まえ，占領軍の動向に混乱をきたされつつも農

民運動家達が自発的努力によって供米問題につ

いても対案を模索し続けたのである。

１） 拙稿「食糧供出と農地改革 埼玉県南埼
玉郡八條村を事例として 」（『土地制度史
学』第１６１号，１９９８年所収）

２） 大豆生田稔『近代日本の食糧政策』（ミネ
ルヴァ書房，１９９３年）

３）『小千谷市史 下巻』（１９８１年）５８８頁
４） 食糧庁『食糧管理史 各論�』（１９７０年）
２０頁。
５）『新潟県史通史編９』（１９８８年）８０頁。
６）『新津市史 通史編・下』（１９９４年）７４３頁。
原史料は『拝野省吾日誌』。

７）『中里村史 資料編下巻』（１９８７年）１２０６頁。
８） 前掲『食糧管理史 各論�』１７頁
９） 前掲『食糧管理史 各論�』６６頁
１０） 前掲『新潟県史通史編９』７９頁
１１） 読売新聞大阪社会部編『終戦前後』（角川
文庫，１９８４年）１２２頁

１２）『新潟日報』１９４７年４月４日
１３） 今里耕作『農民苦闘史』１９８８年，１８６頁。
著者の今里耕作は日農統一派西蒲原郡連合会
の執行委員を務めた農民運動家である。
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